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1. ＜参考 1＞富士北麓地域の規制状況 
 

今回の検討地域は富士箱根伊豆国立公園内に位置しており、路面表示等サイン類の設置を検討する

際に、自然公園法や県及び関係市町村の景観条例に留意する必要があり、それぞれについて整理する。 

 

 

1.1 山梨県の景観条例における規制 

平成 2 年に「山梨景観条例」が制定され、公共事業を行う際に「公共事業等景観形成指針」に

基づく必要があり、そのうち、法定外標識等の設置については、下記の記述があった。 

 

 
出典：山梨県 「公共事業等景観形成指針のあらまし」 H2 

 

また、山梨県では「屋外広告物の手引き」（H24.9）や「屋外広告物ガイドライン」（H26.10）

が発表された。 

まず、「屋外広告物ガイドライン」では、富士山周辺地域に屋外広告物を設置する際、色等に

ついて、下記の記述がある。一方、路面表示に関する規制の記載はなかった。 
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■山梨県「屋外広告物ガイドライン」（H26.10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：山梨県 「屋外広告物ガイドライン」 H26.10 
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■山梨県「屋外広告物の手引き」（H24.9） 

 

また、「屋外広告物の手引き」では、道標及び案内図のサイズや色彩については、下記の基準

が設定されている。 

 

出典：山梨県 「屋外広告物の手引き」 H24.9 
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1.2 各関係市町村における規制 

富士北麓における関係 7 市町村の景観計画、景観条例内のうち、法定外標識等に関する規制を

整理した。その結果は下記の通りである。 

▼関係 7 市町村の路面表示や法定外標識の各種規制  

市町村名 項目 関連記述 出典 備考 

富士吉田市 
法定外標識 ― ― 

景観計画は今年度に

策定予定 

路面表示 ― ― ― 

身延町 
法定外標識 ― ― ― 

路面表示 ― ― ― 

西桂町 
法定外標識

○山梨県屋外広告物条例に基づき、道標・案

内図は 1ｍ2 以内 
西桂町景観計画 ― 

路面表示 ― ― ― 

富士河口湖町 
法定外標識

○広告サインの文字は、不必要に大きなもの

は使用しない 

○屋外広告物については、必要最小限度の

大きさ、設置個数に留めるとともに、道路

の快適な見通しの確保、富士山や湖など

の良好な自然経過や地域景観との調和に

配慮する。 

○基調となる色は、周辺の景観に配慮した色

彩を用い、けばけばしくならないよう努める

富士河口湖町景観計

画 
― 

路面表示 ― ― ― 

忍野村 
法定外標識

○色彩は、落ち着いた低明度のこげ茶色系

を原則とする 

○道路交通の安全に影響のある交差点など

への設置は極力避けるよう努め、やむを得

ない場合は、位置・大きさにご配慮してくだ

さい 

忍野村景観計画（改

定版） 
― 

路面表示 ― ― ― 

鳴沢村 
法定外標識 ○「山梨県景観条例」に基づき規制を行う 鳴沢村景観計画  

路面表示 ― ― ― 

山中湖村 
法定外標識

○自然公園法および山梨県屋外広告物条例

に基づき、良好な屋外広告物の風景づくり

を推進 

山中湖村景観計画 

○現地調査やヒアリン

グの結果では、法定

外標識等の色は基

本茶色。 

路面表示 ― ― ― 
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1.3 まとめ 

路面表示及び法定外標識をデザインする際に、地色及びサイズについて、地域における統一性

を図るため、上記で整理した各種規制のうち最も厳しいものをデザインの基準とする。 

▼路面表示やサインのデザイン際の基準  

項目 サイズ 色 備考 

サイン 

○高さ≦3ｍ 

○表示面積≦1ｍ２ 

ただし、集合看板の場合

≦10ｍ２ 

○色相：R,YR,Y,GY,G 

○明度：3≦V≦7 

○最大面積色の彩度： 

C≦4(色相が R、YR、Y、

GY の場合 C≦6） 

○現地調査から、既存の法定外看

板は濃い茶色を使用 

路面表示 ― 

○路面表示は環境省の管

轄ではないため、青にす

る問題がない。（県内の

既存事例では、赤を使

用。） 

○形状、色については特に規制が

なく、設置する際に、各関係機

関（国、環境省、関係市町村、警

察と協議が必要） 

 

＜参考＞色彩の範囲設定 

屋外広告物ガイドラインの推奨色 

屋外広告物の手引きで使用可能の色 

今回使用する地色（案） 
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2. ＜参考 2＞法定外標識に使用する文字の大きさ 
 自動車用の案内標識の文字のサイズについては、「道路標識設置基準・同解説(昭和 62 年 1 月

社団法人日本道路協会)」内の「漢字の大きさ(p.60)」に記載されており、設計速度が 30km/h

以下の場合、漢字は 10cm 以上としている。 

 

出典：道路標識設置基準・同解説 

 自転車案内誘導法定外標識の事例では、漢字のサイズはいずれも 10cm 以下となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文字高：約 4.5cm

文字高：約 6cm
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 また、環境省の「公共標識（サイン類）に関する技術指針」（H25）では、漢字の書体につい

ては、基本「角ゴシック体」とし、表記スペースが不足する場合、横組み表記では長体を、縦

組み表記では平体をそれぞれかけることが可能。また、漢字の大きさについては、視距離 10m

の場合、文字高は 4cm 以上とする考えを示している。 

 

 

出典：「公共標識（サイン類）に関する技術指針」 環境省 

   

⇒現状では、自転車用の法定外標識に用いる文字高については、明確な基準がない。 
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＜参考＞視距離と文字高の関係 

自転車の利用者は、サインに対して、15ｍ以上に一回視認し、10ｍ未満の近距離で再度視認する特

性を持っているため、視認距離と文字の大きさの関係式を用いて、利用者が 15m で視認すると想定す

る場合、文字の大きさは 6cm となる（※0.06ｍ×250＝15ｍ）。10ｍで視認すると想定する場合、文

字の大きさは 4cm となる（※0.04ｍ×250＝10ｍ） 

 

出典：土木計画学 「自転車案内サインの視認特性と適切な案内誘導方策に関する考察」 

 

出典：山梨県 「屋外広告物ガイドライン」
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3. ＜参考 3＞案内誘導法定外標識の記載内容の参考事例 
 

事例 

記載内容 

自転車マーク コース名 交差点名 

起終点名と

起終点まで

の距離 

方向矢印 分岐コース名

分岐コースの起

終点名と起終点

までの距離 

英語表記

分岐コース上のサイクルス

テーションとサイクルステ

ーションまでの距離 

サイクリングルートの

愛称 

和歌山 ― ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 

奈良 ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ 

 

■奈良の事例                                  ■和歌山県の事例 
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4. ＜参考 4＞モデルコースの管理者区分 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


